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2026年診療報酬改定の内容と対応策



1-1. 新たな地域包括ケアシステムを目指した2026年改定概要
1-2. ベースアップ評価料含む人件費増への対応

はじめに



新たな地域医療構想に関するとりまとめの概要

医療提供体制の現状と目指すべき方向性

3©LINKUP 20241218 第7回新たな地域医療構想等に関する検討会とりまとめ資料を再作成

早めの診療・入院／早めの退院の仕組み設定



令和8年1月28日新たな地域医療構想資料より 4©LINKUP

求められる具体的な機能や体制

治
す

急性期
拠点機能

（急性期の総合的な診療機能）
●救急医療の提供
●手術等の医療資源を多く要する診療の、幅広い総合的な提供

（急性期の提供等にあたっての体制について）
●総合的な診療体制を維持するために必要な医師数、病床稼働率
●急性期医療の提供や医師等の人材育成を行うための施設

治
し
支
え
る

高齢者救急
・地域急性
期機能

（高齢者救急・地域急性期に関する診療機能）
●高齢者に多い疾患の受入
●入院早期からのリハビリテーションの提供
●時間外緊急手術等を要さないような救急への対応
●高齢者施設等との平時からの協力体制

在宅医療等
連携機能

（在宅医療・訪問看護の提供）
●在宅医療の提供の少ない地域において、在宅医療の提供
●訪問看護ＳＴを有する等による訪問看護の提供

（地域との連携機能）
●地域の訪問看護ステーション等の支援
●高齢者施設の入所者や地域の診療所等で在宅医療を受けている患者等の

緊急時の患者の受入れ体制の確保等、平時からの協力体制

専門等機能

●特定の診療科に特化した手術等を提供
●有床診療所の担う地域に根ざした診療機能
●集中的な回復期リハビリテーション
●高齢者等の中長期にわたる入院医療

医療機関機能の協議にあたっての検討事項とデータ（ 案）
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Ⅰ 物価や賃金、人手不足等の医療機関等を取りまく環境の変化への対応

令和8．1．9 中医協 総－ ４

令和8年、9年の2段階の引き上げ
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【Ⅰ－２－１ 医療従事者の処遇改善－①】

① 賃上げに向けた評価の見直し

©ASK/©LINKUP 2026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より
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【Ⅰ－２－１ 医療従事者の処遇改善－①】

① 賃上げに向けた評価の見直し

©ASK/©LINKUP 2026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より
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【Ⅰ－２－１ 医療従事者の処遇改善－①】

① 賃上げに向けた評価の見直し

©ASK/©LINKUP 2026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より
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【Ⅰ－２－１ 医療従事者の処遇改善－①】

① 賃上げに向けた評価の見直し

©ASK/©LINKUP 2026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より

1.29の係数は、事業者が負担する
以下のような経費等を踏まえたもの
・事業主が負担する法定福利費
・月額給与に伴って変動する賞与

こ
れ
ら
を
足
し
た
も
の
が

「
賃
金
改
善
算
定
基
礎
額
」

入院：「賃金改善算定基礎額」÷ＢＵ評価料の算定見込み回数（延べ入院患者数）、
外来： ｢賃金改善算定基礎額」÷ＢＵ評価料の算定見込み回数（初診料・再診料等算定回数）
により、届け出ることのできる区分が決定される。

入院ＢＵ評価料、外来・在宅ＢＵ評価料（Ⅱ）、訪問看護ＢＵ評価料
（Ⅱ）等では、届出時に、区分決定のために算出が必要。
※外来・在宅ＢＵ評価料（Ⅰ）、訪問看護ＢＵ評価料（Ⅰ）、調剤Ｂ
Ｕ評価料では算出は不要。「賃金改善算定基礎額」は、対象職員の月
額賃金総額、40歳未満の医師・歯科医師数に基づいて算出する

ベースアップ評価料の区分決定における「賃金改善算定基礎額」の算出方法
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【Ⅰ－２－１ 医療従事者の処遇改善－①】

① 賃上げに向けた評価の見直し

©ASK/©LINKUP 2026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より

入院ベースアップ評価料の区分の上限を算出する値（【Ｃ】）

看護職員処遇改善評価料の区分の上限を算出する値（【A】）
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【Ⅰ－１ 医療機関等が直面する人件費や、医療材料費、食材料費、光熱水費及び委託費等といった物件費の高騰を踏まえた対応－①

① 物件費の高騰を踏まえた対応

©ASK/©LINKUP

５．物価対応料
令和８年度及び令和９年度の物価上昇に段階的に対応するため、基本診療料・調剤基本料等の算定に併せて算定可能
な加算として、物価対応料を新設する。

※ その他の入院料等を算定する場合についても同様に対応する。

［算定要件］
(１) １のイについては保険医療機関において入院中の患者以外の患者に対して初診を行った場合に、所定点数を算定する。
(２) １のロについては、保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して再診又は短期滞在手術等基本料１を
算定すべき手術若しくは検査を行った場合に、所定点数を算定する。
(３) １のハについては、在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、訪問診療を行った場合に、所定点
数を算定する。
(４) ２については、第１章第２部第１節の入院基本料（特別入院基本料等を含む。）、同部第３節の特定入院料又
は同部第４節の短期滞在手術等基本料（短期滞在手術等基本料１を除く。）を算定している患者について、当該基準に
係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。
(５) １及び２の点数について、令和９年６月以降は、所定点数の100分の200に相当する点数を算定する。

2026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より



２－1．外来・在宅医療
～外来医療の機能分化・強化等～

➢外来の機能分化の推進
•特定機能病院等の外来診療料等の減算に係る逆紹介割合の基準の見直し
•特定機能病院等からの紹介患者の初診に関する加算の新設

➢外来に係る評価の見直し
•生活習慣病管理料の包括範囲や地域包括診療加算等の対象患者の見直し
•外来データ提出加算の見直し

➢DXの推進
•電子的診療情報連携体制整備加算の新設

➢健康診断等の受診後の診察料等について



13©ASK/©LINKUP 2026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より
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【Ⅱ－４－１ 大病院と地域のかかりつけ医機能を担う医療機関との連携による大病院の外来患者の逆紹介の推進－①】

©ASK/©LINKUP

⇒50‰未満

⇒40‰未満

2026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より
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【Ⅱ－４－１ 大病院と地域のかかりつけ医機能を担う医療機関との連携による大病院の外来患者の逆紹介の推進－①】

©ASK/©LINKUP

⇒50‰未満

⇒40‰未満

2026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より



16

【Ⅱ－４－１ 大病院と地域のかかりつけ医機能を担う医療機関との連携による大病院の外来患者の逆紹介の推進－①】

©ASK/©LINKUP

⇒50‰未満

⇒40‰未満

2026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より
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【Ⅱ－３ かかりつけ医機能、かかりつけ歯科医機能、かかりつけ薬剤師機能の評価－①】

©ASK/©LINKUP 2026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より



令和7年8月6日入院医療等の調査・評価分科会【別添】資料編②より 18©LINKUP

出来高項目の追加

署名は不要に

血液検査等を少なくとも
６月に１回以上実施
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【Ⅱ－３ かかりつけ医機能、かかりつけ歯科医機能、かかりつけ薬剤師機能の評価－②】

② 生活習慣病管理料（Ⅰ）及び（Ⅱ）の見直し

©ASK/©LINKUP 2026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より



【Ⅱ－３ かかりつけ医機能、かかりつけ歯科医機能、かかりつけ薬剤師機能の評価－②】

② 生活習慣病管理料（Ⅰ）及び（Ⅱ）の見直し

©ASK/©LINKUP 202026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より
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【Ⅲ－２－１ データを活用した診療実績による評価の推進－②】

©ASK/©LINKUP 2026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より
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【Ⅲ－２－１ データを活用した診療実績による評価の推進－②】

©ASK/©LINKUP 2026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より
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【Ⅲ－２－１ データを活用した診療実績による評価の推進－②】

©ASK/©LINKUP 2026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より



24©ASK/©LINKUP 2026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より

【Ⅱ－３ かかりつけ医機能、かかりつけ歯科医機能、かかりつけ薬剤師機能の評価－④】



25©ASK/©LINKUP 2026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より

【Ⅱ－３ かかりつけ医機能、かかりつけ歯科医機能、かかりつけ薬剤師機能の評価－④】



26©ASK/©LINKUP 2026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より

【Ⅱ－３ かかりつけ医機能、かかりつけ歯科医機能、かかりつけ薬剤師機能の評価－④】
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【Ⅲ－３ 医療DXやICT連携を活用する医療機関・薬局の体制の評価－①】

©ASK/©LINKUP 2026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より
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【Ⅲ－３ 医療DXやICT連携を活用する医療機関・薬局の体制の評価－①】

©ASK/©LINKUP 2026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より
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【Ⅲ－３ 医療DXやICT連携を活用する医療機関・薬局の体制の評価－①】

©ASK/©LINKUP 2026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より



©ASK/©LINKUP

【Ⅲ－１患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価－②】

302026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より



➢D to P with N のオンライン診療のルール等の明確化
➢オンラインによる外来栄養食事指導料の見直し
➢オンラインによる看護師の指導（在宅療養指導料）の評価

2．外来医療
２－2．外来・在宅医療

～オンライン診療～
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【Ⅲ－３－２ 外来、在宅医療など、様々な場面におけるオンライン診療の推進－②】

©ASK/©LINKUP 2026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より
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【Ⅲ－３－２ 外来、在宅医療など、様々な場面におけるオンライン診療の推進－②】

©ASK/©LINKUP 2026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より
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【Ⅲ－３－２ 外来、在宅医療など、様々な場面におけるオンライン診療の推進－②】

©ASK/©LINKUP 2026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より



35©ASK／＠LINKUP 20251107中医協
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【Ⅲ－３－２ 外来、在宅医療など、様々な場面におけるオンライン診療の推進－②】

©ASK/©LINKUP 2026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より
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【Ⅲ－３－２ 外来、在宅医療等、様々な場面におけるオンライン診療の推進－⑥】

©ASK/©LINKUP 2026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より
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【Ⅲ－３－２ 外来、在宅医療等、様々な場面におけるオンライン診療の推進－⑧】

©ASK/©LINKUP 2026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より



➢残薬対策（地域包括診療料等、在宅時総合医学管理料等）
➢医師と薬剤師の同時訪問の評価
➢処方せん料の見直し
➢長期処方、リフィル処方箋の活用
➢長期収載品の選定療養

２－3．外来・在宅医療
～医薬品の適正使用～



©ASK/©LINKUP

【Ⅱー５ー１地域において重症患者の訪問診療や在宅看取り等を積極的に担う医療機関・薬局の評価－⑨】

402026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より



©ASK/©LINKUP

【Ⅱー５ー１地域において重症患者の訪問診療や在宅看取り等を積極的に担う医療機関・薬局の評価－⑨】

412026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より



©ASK/©LINKUP

【Ⅳ－４－１重複投薬、ポリファーマシー、残薬、適正使用のための長期処方の在り方への対応－⑤】

422026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より



©ASK/©LINKUP

【Ⅱ－５－１地域において重症患者の訪問診療や在宅看取り等を積極的に担う医療機関・薬局の評価－⑧】

432026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より



44©ASK/©LINKUP 2026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より

【Ⅳ－１後発医薬品・バイオ後続品の使用促進－①】



©ASK/©LINKUP

【Ⅳ－４－１重複投薬、ポリファーマシー、残薬、適正使用のための長期処方の在り方への対応－⑤】

452026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より



©ASK/©LINKUP 462026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より



➢地域において重症患者の訪問診療や在宅看取り等を積極的に担う医療機関の評価
•在宅医療充実体制加算の新設

➢在宅療養支援診療所・病院の見直し
•連携型機能強化型在支診の細分化
•第三者によるオンコール、往診体制の要件の明確化
•BCPの策定

➢在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学総合管理料の月2回以上の要件設定
➢退院直後の管理栄養士の関わりの評価
➢在宅療養指導管理材料の見直し
➢CPAP、SASの評価の見直し

２－4．外来・在宅医療
～質の高い在宅医療の推進～



20251008中医協「入院・その2」資料 48©LINKUP

十分な経験を有する
在宅医療を提供する医師の配置

在宅看取り等の十分な実績

地域の重症患者への訪問診療の
提供

他の在宅医療機関の支援機能

医育機能

連携型の機能強化型在宅療養支援
診療所・病院

地域の24時間往診体制への貢献
の度合いに応じて、よりきめ細かく評価
（他医の患者への緊急往診を評価）
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【Ⅱ－５－１ 地域において重症患者の訪問診療や在宅看取り等を積極的に担う医療機関・薬局の評価－①】

① 在宅緩和ケア充実診療所・病院加算の見直し

©ASK/©LINKUP 2026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より
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看取り実績／緊急往診実績／鎮痛剤等の投与実績／経験もしくは研修を受けた医師

【Ⅱ－５－１ 地域において重症患者の訪問診療や在宅看取り等を積極的に担う医療機関・薬局の評価－①】

2026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より



©ASK/©LINKUP 512026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より
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看取り実績／緊急往診実績／鎮痛剤等の投与実績／経験もしくは研修を受けた医師

【Ⅱ－５－１ 地域において重症患者の訪問診療や在宅看取り等を積極的に担う医療機関・薬局の評価－④】

2026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より
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看取り実績／緊急往診実績／鎮痛剤等の投与実績／経験もしくは研修を受けた医師

【Ⅱ－５－１ 地域において重症患者の訪問診療や在宅看取り等を積極的に担う医療機関・薬局の評価－⑥】

2026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より
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看取り実績／緊急往診実績／鎮痛剤等の投与実績／経験もしくは研修を受けた医師

【Ⅱ－５－１ 地域において重症患者の訪問診療や在宅看取り等を積極的に担う医療機関・薬局の評価－②】

2026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より



【Ⅱ－５－１ 地域において重症患者の訪問診療や在宅看取り等を積極的に担う医療機関・薬局の評価－⑥】

©ASK/©LINKUP 552026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より



【Ⅱ－５－１ 地域において重症患者の訪問診療や在宅看取り等を積極的に担う医療機関・薬局の評価－⑥】

⑥ 在宅時医学総合管理料等及び 在宅療養支援診療所等の見直し

©ASK/©LINKUP 56

①訪問診療を月２回以上行う患者数が一定数未満であるか、②別表８の２と３に該当
する、特別な管理が必要な在宅療養の患者さんの割合が、一定以上である

2026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より



【Ⅱ－５－１ 地域において重症患者の訪問診療や在宅看取り等を積極的に担う医療機関・薬局の評価－⑥】

⑥ 在宅時医学総合管理料等及び 在宅療養支援診療所等の見直し

©ASK/©LINKUP 572026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より



【Ⅱ－５－１地域において重症患者の訪問診療や在宅看取り等を積極的に担う医療機関・薬局の評価－③】

©ASK/©LINKUP 582026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より



【Ⅱ－５－１ 地域において重症患者の訪問診療や在宅看取り等を積極的に担う医療機関・薬局の評価－⑦】

©ASK/©LINKUP 592026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より



【Ⅱ－５－１ 地域において重症患者の訪問診療や在宅看取り等を積極的に担う医療機関・薬局の評価－⑦】

©ASK/©LINKUP 602026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より



1．かかりつけ医機能を意識した対応
・機能強化加算の算定
・時間外対応加算への挑戦（オンコール当番設定）
・地域包括診療加算の算定（かかりつけ医機能で求められている内容が要件：将来対策）
・地域包括診療料への挑戦（高齢：地域包括診療料／高齢以外：生活習慣病管理料）

2．通えない、通いづらい患者さんへどのように対応するのか
・在宅医療 ・オンライン診療
・訪問看護との連携：介護保険で訪問看護を組み込みオンラインでの対応
・高齢家庭の増加に対応すべく、介護認定の推進（ケアマネとの連携）、介護サービスの設定

3．大病院含む病院との連携強化
・逆紹介を受けるべく、当院の機能を紹介するパンフレット等を病院の連携室に提示

4．電子カルテ含むICTへの対応強化
・外来データ提出が拡大していく（紙カルテによるデータ作成は非効率）
・看護師、医事スタッフの確保にもつながる

5．人財確保のための対応
・ベースアップ評価料は必須

6．今後の改定は総力戦
・全職員で改革を進めるために、これからの改革の流れと改定内容を知る。
・患者さんの不安や気持ちに寄り添う対応（全スタッフ）

61©LINKUP

まとめ（クリニック・外来）



➢急性期・高度急性期の医療機関機能に応じた評価の見直し
➢多職種が病棟で協働する体制の評価
➢ DPC／PDPSの見直し
➢重症度、医療・看護必要度の見直し
➢リハビリテーション・栄養管理・口腔管理等の高齢者の生活を支えるケアの推進

3－1．入院医療
～急性期入院医療の評価～
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【Ⅱ－１－１ 患者のニーズ、病院の機能・特性、地域医療構想を踏まえた、医療提供体制の整備－①】

① 急性期病院一般入院基本料等の新設

©ASK/©LINKUP

（高度）救命救急センター等
救急車、ヘリ受入が年2,000件
＆全麻手術が年1,200件
夜間受入が全体の10％以上
画像診断・検査２４時間体制
看護配置7対1、平均在院日数16日
看護必要度はⅠは28％＋35％、
Ⅱは27％＋34％
地ケア、地医療を持たない
老健、特養、介医からの救急搬送は、
軽症の場合、３日以内の転院が、
救急カウントの要件に

二次救急の医療機関で
救急車、ヘリ受入が年1,500件
又は救急500件＆全麻手術500件
（指定地域の緩和基準あり）
夜間受入が全体の10％以上
看護配置10対1、平均在院日数21日
看護必要度はⅠは28％＋35％、
Ⅱは27％＋34％
地医療を持たない
老健、特養、介医からの救急搬送は、
軽症の場合、３日以内の転院が、
救急カウントの要件に

急性期A（1,930点）と急性期1（1,874点）の差・・・結果＋56点
急性期B（1,643点）と急性期1（1,874点）の差▲231点
看護・多職種協働加算＋255点・・・結果＋24点

急性期2（1,779点）と急性期4（1,597点）の差▲182点
看護・多職種協働加算＋277点・・・結果＋95点
急性期3（1,704点）と急性期4（1,597点）の差▲107点
看護・多職種協働加算＋277点・・・結果＋170点



64©ASK/©LINKUP 2026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より

【Ⅰ－２－３ タスク・シェアリング／タスク・シフティング、チーム医療の推進－①】



65©ASK/©LINKUP 2026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より

【Ⅰ－２－３ タスク・シェアリング／タスク・シフティング、チーム医療の推進－①】
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【Ⅱ－１－１ 患者のニーズ、病院の機能・特性、地域医療構想を踏まえた、医療提供体制の整備－②】

② 重症度、医療・看護必要度の見直し

©ASK/©LINKUP

第１ 基本的な考え方
救急搬送症例や手術なし症例における重症度、医療・看護必要度の適切な評価を進める観点から、重症度、医療・看護必
要度による評価の方法を見直す。

第２ 具体的な内容
１．一般病棟用の重症度、医療・看護必要度におけるＡ項目「専門的な治療・処置」の項目のうち「抗悪性腫瘍剤の使用

（注射剤のみ）」並びにＣ項目「救命等に係る内科的治療」、「別に定める検査」及び「別に定める手術」について、対象と
なる治療等を追加する。

２．一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の基準該当割合に、対象病棟における病床あたり救急搬送受入件
数等に応じた加算を追加する。

３．Ｂ項目の測定対象日について、毎日測定するか、毎日測定しない場合には入院後４日間及び以降７日
毎とし、測定日以外の評価について、直近の評価で代替可能とする。

2026年2月13日開催「中医協」資料「個別改定項目について」より

改定前 改定後

看護必要度Ⅰの割合 看護必要度Ⅱの割合 看護必要度Ⅰの割合指数 看護必要度Ⅱの割合指数

急性期病院Ａ一般入院料 （新設） （新設） ①28％ ②35％ ①27％ ②34％

急性期病院Ｂ一般入院料 （新設） （新設） ①28％ ②35％ ①27％ ②34％

急性期一般入院料１ ①21％ ②28％ ①20％ ②27％ ①28％ ②35％ ①27％ ②34％

急性期一般入院料２ 22％ 21％ 28％ 27％

急性期一般入院料３ 19％ 18％ 24％ 23％

急性期一般入院料４ 16％ 15％ 20％ 19％

急性期一般入院料５ 12％ 11％ 15％ 14％

地域包括医療病棟入院料 16％ 15％ 19％ 18％

地域包括ケア病棟入院料 10％ 8％ 10％ 8％
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【Ⅱ－１－１ 患者のニーズ、病院の機能・特性、地域医療構想を踏まえた、医療提供体制の整備－②】

©ASK/©LINKUP 2026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より
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【Ⅱ－１－１ 患者のニーズ、病院の機能・特性、地域医療構想を踏まえた、医療提供体制の整備－②】

©ASK/©LINKUP 2026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より
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【Ⅱ－１－１ 患者のニーズ、病院の機能・特性、地域医療構想を踏まえた医療提供体制の整備－⑮】

⑮ DPC／PDPSの見直し

©ASK/©LINKUP 2026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より



【Ⅱ－２－３ リハビリテーション・栄養管理・口腔管理等の高齢者の生活を支えるケアの推進－①】

©ASK/©LINKUP 702026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より



➢救急外来医療の24時間提供体制の評価の拡充（救急外来医学管理料の新設）
➢救急患者連携搬送料について民間救急等を活用した転院搬送や下り搬送の受入側を評価

3－2．入院医療
～救急医療の評価～
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【Ⅲ－５－１ 救急医療の充実－①】

① 救急外来医療に係る評価の再編

©ASK/©LINKUP

救急搬送医学管理料（初診・再診患者）
1：800点 2：600点 3：200点

救急外来緊急検査対応加算 1：300点 2：200点

時間外救急搬送加算
休日等夜間：300点、
平日夜間：250点
休日等日中：200点

夜間休日救急医学管理料
（初診・再診患者）
1：600点 2：400点
3：50点

救急外来緊急検査対応加算
1：300点 2：200点

院内トリアージ実施体制加算
（初診・再診患者）50点

夜間休日救急搬送医学管理
料600点（初診のみ）

救急搬送看護体制加算
1：400点 2：200点

院内トリアージ実施料
300点

（トリアージ実施患者のみ）

意識障害の患者に対し、救急時医療情報閲覧機能及び電子処方箋システムを用いて診療情報を
取得した場合に、救急時医療情報取得加算として、月に１回に限り、50点を所定点数に加算

（参考）救急外来医療に係る評価の再編のイメージ
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【Ⅲ－５－１ 救急医療の充実－②】

©ASK/©LINKUP 2026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より



➢「治し、支える医療」の実現に向けた各評価の見直し
•協力医療機関が施設と行なうカンファレンス要件の見直し
•地域包括医療病棟の見直し（高齢者特性に配慮した要件見直しなど）
•在宅療養患者や介護保険施設等入所者の後方支援機能（緊急入院等）の評価
•地域包括ケア病棟の見直し（緊急入院受入れの評価、リハ・口腔・栄養連携加算の設定）
•入院中の歯科治療推進の評価（歯科医両機関との連携）
•回復期リハビリテーション病棟の見直し（実績指数要件の対象拡大など）
•療養病棟入院基本料の医療区分要件の見直し
•短期滞在手術等基本料の見直し

➢質の高い包括期入院医療の評価
•生活に配慮した支援を強化するための入退院支援加算１の引上げ
•身体的拘束の最小化を組織的に行う際の評価の新設
•医療安全対策加算の見直し
•病棟における薬剤師のポリファーマーシーへの関わりの評価

3－3．入院医療
～包括期・慢性期入院医療の見直し～



75©ASK/©LINKUP 2026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より



76©ASK/©LINKUP 2026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より
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【Ⅱ－１－１ 患者のニーズ、病院の機能・特性、地域医療構想を踏まえた医療提供体制の整備－⑨】

⑨ 地域包括医療病棟の見直し

2026年2月13日開催「中医協」資料「個別改定項目について」より©ASK/©LINKUP

地域包括医療病棟において、高齢者の中等症までの救急疾患等の幅広い受入を推進する観点から、高齢者の生理学的特
徴や頻度の高い疾患を踏まえ、平均在院日数、ADL低下割合及び重症度、医療・看護必要度の基準を見直す。また、医
療資源投入量や急性期病棟の併設状況に応じた評価を導入する。更に、リハビリテーション・栄養管理・口腔管理の一体的
な取組を推進する観点から、加算の体系を見直す。

１．地域包括医療病棟において診療を担うことが期待される誤嚥性肺炎や尿路感染症の医療資源投入量その他の特徴を
踏まえ、手術や緊急入院の有無に応じて入院料を分けるとともに、包括期の病棟のみで患者の診療を行う場合の救急受入
等の負担を考慮し、急性期病棟の併設がない場合の診療を更に評価する。

改定前 改定後

地域包括医療病棟入院料（１日につき） 3,050点 （削除）

１ 地域包括医療病棟入院料１
＊一般病棟入院基本料併設なし

イ 入院料１

（新設）

3,367点

ロ 入院料２ 3,267点

ハ 入院料３ 3,117点

２ 地域包括医療病棟入院料２

イ 入院料１

（新設）

3,316点

ロ 入院料２ 3,216点

ハ 入院料３ 3,066点

20260203 修正
項目を表に変換

改定後

【地域包括医療病棟入院料】［算定要件］

入院料１については、緊急入院の患者であって、入院時の主傷病に対して入院中に手術（医科点数表の第二章第十部

第一節に掲げるものに限る。以下この項において同じ。）を実施しないもの、（予定外入院、手術なし）

入院料２については、緊急入院の患者であって入院時の主傷病に対して入院中に手術を実施するもの及び予定された

入院の患者であって入院中に手術を実施しないもの、（予定外入院手術あり、予定入院手術なし）

入院料３については予定された入院の患者であって、入院時の主傷病に対して手術を実施するものについて算定する。

（予定入院、手術あり）
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【Ⅱ－１－１ 患者のニーズ、病院の機能・特性、地域医療構想を踏まえた医療提供体制の整備－⑨】

©ASK/©LINKUP 2026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より



79©ASK/©LINKUP

【Ⅱ－２－１ 在宅療養患者や介護保険施設等入所者の後方支援機能（緊急入院等）を担う医療機関の評価－②】

2026年2月13日開催「中医協」資料「個別改定項目について」より

新） 包括期充実体制加算（１日につき）
80点 入院した日から14日間

（老健、特養、介医）



80©ASK/©LINKUP

【Ⅱ－２－１ 在宅療養患者や介護保険施設等入所者の後方支援機能（緊急入院等）を担う医療機関の評価－②】

2026年2月13日開催「中医協」資料「個別改定項目について」より

（老健、特養、介医）



81©ASK/©LINKUP

【Ⅱ－２－１ 在宅療養患者や介護保険施設等入所者の後方支援（緊急入院等）を担う医療機関の評価－③】

③ 地域包括ケア病棟における初期加算等の 評価の見直し

2026年2月13日開催「中医協」資料「個別改定項目について」より



82©ASK/©LINKUP

【Ⅱ－２－１ 在宅療養患者や介護保険施設等入所者の後方支援（緊急入院等）を担う医療機関の評価－③】

③ 地域包括ケア病棟における初期加算等の 評価の見直し

2026年2月13日開催「中医協」資料「個別改定項目について」より
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【Ⅱ－２－２ 円滑な入退院の実現－②】

2026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より
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【Ⅱ－２－２ 円滑な入退院の実現－②】

入退院支援の
担当者がサービス
担当者会議や
退院カンファレスに
参加していること

入退院支援の規程作成

退院後は、
かかりつけ医機能に
基づく支援
（症状安定後は、
かかりつけ医機能を
持つ医療機関に受診
することへの支援）



【Ⅱ－２－３ リハビリテーション・栄養管理・口腔管理等の高齢者の生活を支えるケアの推進－①】

① リハビリテーション・栄養管理・口腔管理の一体的な取組の更なる推進

©ASK/©LINKUP 852026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より



86

【Ⅱ－２－３ リハビリテーション・栄養管理・口腔管理等の高齢者の生活を支えるケアの推進－③】

©ASK/©LINKUP 2026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より
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【令和８年度診療報酬改定Ⅱー１ー１患者のニーズ、病院の機能・特性、地域医療構想を踏まえた医療提供体制の整備－⑩】

2026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より
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【令和８年度診療報酬改定Ⅱー１ー１患者のニーズ、病院の機能・特性、地域医療構想を踏まえた医療提供体制の整備－⑩】

2026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より
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【令和８年度診療報酬改定Ⅱー１ー１患者のニーズ、病院の機能・特性、地域医療構想を踏まえた医療提供体制の整備－⑩】

2026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より
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【Ⅲー２アウトカムにも直目した評価の推進－①】

2026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より
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【Ⅲー２アウトカムにも直目した評価の推進－①】

2026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より
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【Ⅱ－２－２ 円滑な入退院の実現－①】

① 入退院支援加算等の見直し

2026年2月13日開催「中医協」資料「個別改定項目について」より

入退院支援において、関係機関との連携、生活に配慮した支援及び入院前からの支援を強化する観点から、入退院支援加
算等の評価や要件を見直す。

１．地域包括医療病棟入院料、回復期リハビリテーション病棟入院料、地域包括ケア病棟入院料における入退院支援加
算１の評価を見直す。
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【Ⅱ－２－２ 円滑な入退院の実現－①】

2026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より



改定前 改定後

【別表】
一 対象となる
疾患・状態
（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

【別表】
［施設基準］
一 対象となる疾患・状態
末期呼吸器疾患（適切な治療が実施されているにもかかわらず、ヒュー・ジョーンズの分類がⅤ度の状態に
該当し 、呼吸困難に対して医療用麻薬の投与によるコントロールが必要な状態に限る。）

末期心不全（器質的な心機能障害により、適切な治療が実施されているにもかかわらず、慢性的にＮＹ
ＨＡ重症度分類Ⅳ度の症状に該当し、頻回若しくは持続的に医療用麻薬の投与又はその他の点滴薬
物療法による苦痛及び症状のコントロールが必要な状態に限る。）

末期腎不全（器質的な腎障害により、適切な治療が実施されているにもかかわらず、慢性的に日本腎臓
学会慢性腎臓病重症度分類Stage G5以上に該当し、腎代替療法を必要とする状態であるが、透析療
法の開始又は継続が困難である場合であって、医療用麻薬等の投与による苦痛のコントロールが必要な状
態に限る。）

悪性腫瘍（医療用麻薬等の薬剤投与による疼痛コントロールが必要な場合に限る。）
消化管等の体内からの出血が反復継続している状態
他者に対する暴行が毎日認められる状態

区分番号Ａ２１２に掲げる超重症児（者）入院診療加算・準超重症児（者）入院診療加算の注
２に規定する準超重症の状態（15歳未満の小児患者に限る。）
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【Ⅱ－１－１ 患者のニーズ、病院の機能・特性、地域医療構想を踏まえた医療提供体制の整備－⑪】

⑪ 療養病棟入院基本料の見直し

2026年2月13日開催「中医協」資料「個別改定項目について」より©ASK/©LINKUP



改定前 改定後

【別表】
二 対
象とな
る
処置等
（新設）

【別表】［施設基準］
二 対象となる処置等
(１) 感染症の治療に係る処置
肺炎に対する治療 、 尿路感染症に対する治療 、
脱水に対する治療（発熱を伴う状態の患者に対して実施するものに限る。）
頻回の嘔吐に対する治療（発熱を伴う状態に限る。）
経鼻胃管及び胃瘻等の経腸栄養（発熱又は嘔吐を伴う状態の患者に対して行うものに限る。）

(２) 創傷の治療に係る処置及び器具の管理等を伴う処置
褥瘡に対する治療（皮膚層の部分的喪失が認められる場合又は褥瘡が二箇所以上に認められる場合に実施す
るものに限る。）
末梢循環障害による下肢末端の開放創に対する治療
創傷（手術創や感染創を含む。）、皮膚潰瘍又は下腿若しくは足部の蜂巣炎、膿等の感染症に対する治療
中心静脈栄養（広汎性腹膜炎、腸閉塞、難治性嘔吐、難治性下痢、活動性の消化管出血、炎症性腸疾患、
短腸症候群、消化管瘻又は急性膵炎を有する患者以外を対象として、中心静脈栄養を開始した日から三十日を
超えて実施するものに限る。）
人工腎臓、持続緩徐式血液濾過、腹膜灌流又は血漿交換療法
気管切開又は気管内挿管（発熱を伴う状態の患者に対して行うものを除く。）

(３) その他の処置
一日八回以上の喀痰吸引 、 頻回の血糖検査
酸素療法（密度の高い治療を要する状態にある患者に対して実施するものを除く。） せん妄に対する治療
うつ症状に対する治療

(４) 傷病等によるリハビリテーション （原因となる傷病等の発症後、三十日以内の場合で、実際にリハビリテー
ションを行っている場合に限る。）
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【Ⅱ－１－１ 患者のニーズ、病院の機能・特性、地域医療構想を踏まえた医療提供体制の整備－⑪】

⑪ 療養病棟入院基本料の見直し

2026年2月13日開催「中医協」資料「個別改定項目について」より©ASK/©LINKUP

感染症の治療＋創傷処置がある
場合は、医療区分３の評価になる。
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【Ⅱ－１－１ 患者のニーズ、病院の機能・特性、地域医療構想を踏まえた医療提供体制の整備－⑫】

⑫ 障害者施設等入院基本料等の見直し

©ASK/©LINKUP 2026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より
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【Ⅱ－１－１ 患者のニーズ、病院の機能・特性、地域医療構想を踏まえた、医療提供体制の整備－⑯】

2026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より



98©ASK/©LINKUP

【Ⅱ－１－１ 患者のニーズ、病院の機能・特性、地域医療構想を踏まえた、医療提供体制の整備－⑯】

2026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より



99©ASK/©LINKUP 2026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より

【Ⅲ－１－１ 身体的拘束の最小化の推進－①】



100©ASK/©LINKUP 2026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より

【Ⅲ－１－１ 身体的拘束の最小化の推進－①】



101©ASK/©LINKUP 2026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より

【Ⅲ－１－１ 身体的拘束の最小化の推進－①】
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【Ⅲ－１－１ 身体的拘束の最小化の推進－①】

©ASK/©LINKUP 2026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より
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【Ⅲ－１－１ 身体的拘束の最小化の推進－②】

©ASK/©LINKUP 2026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より
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【Ⅲ－１－２医療安全対策の推進－①】

©ASK/©LINKUP 2026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より
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【Ⅲ－１－２医療安全対策の推進－①】

©ASK/©LINKUP 2026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より
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【Ⅳ－４－２ 医師及び薬剤師の適切な連携による医薬品の効率的かつ安全で有効な使用の促進－②】

©ASK/©LINKUP 2026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より
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【Ⅳ－４－２ 医師及び薬剤師の適切な連携による医薬品の効率的かつ安全で有効な使用の促進－②】

©ASK/©LINKUP 2026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より



•摂食嚥下機能回復への取り組み強化（STの配置の緩和、アウトカム要件の見直し
•離床を供わないリハビリの減算
•発症早期のリハビリの推進
•休日のリハビリテーションの評価
•疾患別リハビリ7単位以上のの対象患者の見直し
•疾患別リハビリ専従スタッフの業務内容の拡大
•慢性心不全の再入院予防の評価

3－4．入院医療
～リハビリテーション料の評価～



109

【Ⅰ－２－５ かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師の機能の評価－④】

©ASK/©LINKUP 2026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より
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【Ⅲ－４ 質の高いリハビリテーションの推進－④】

©ASK/©LINKUP 2026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より
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【Ⅲ－４－１ 発症早期からのリハビリテーション介入の推進－①】

©ASK/©LINKUP 2026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より
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【Ⅲ－４－１ 発症早期からのリハビリテーション介入の推進－①】

©ASK/©LINKUP 2026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より



113

【Ⅲー４質の高いリハビリテーションの推進】

©ASK/©LINKUP 2026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より
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【Ⅰー２－５診療報酬上求める基準の柔軟化ー⑤】

©ASK/©LINKUP 2026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より
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【Ⅲ－１患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価－⑭】

©ASK/©LINKUP 2026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より



➢ＩＣＴ等の活用による業務効率化・負担軽減
•見守りや記録等でＩＣＴを組織的に活用した際の看護配置基準の柔軟化
•生成ＡＩ等を組織的に活用した際の医師事務作業補助体制加算の柔軟化

➢様式9の計算方法の見直し
➢事務長の簡素化・効率化
➢やむを得ない事情で看護要員が不足する場合の取扱いの柔軟化

•見守りや記録等でＩＣＴを組織的に活用した際の看護配置基準の柔軟化
•生成ＡＩ等を組織的に活用した際の医師事務作業補助体制加算の柔軟化

3－5．入院医療
～業務効率化・負担軽減等に向けた取組み～
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【Ⅰ－２－２ 業務の効率化に資するICT、AI、IoT等の利活用の推進－①】

① ICT等の活用による看護業務効率化の推進

©ASK/©LINKUP

ICT機器等の活用により看護要員の業務を軽減したうえで、適切に患者の看護を行うことができる体制がある場合は、看護
職員に対する看護師の比率等について、１割以内の減少である場合は、入院基本料等の基準を満たすも
のとして、所定点数を算定できるよう見直す。

＜対象病棟＞
急性期一般入院料、急性期病院一般入院料、７対１、10対１入院基本料、地域包括医療病棟入院料、
小児入院医療管理料、特殊疾患病棟入院料、緩和ケア病棟入院料

＜19 情報通信機器等を用いた看護職員及び看護補助者の業務の効率化についての施設基準＞
(１) 看護及び看護補助業務の効率化等に当たって、当該病棟において、以下のアからウまでに掲げるICT、AI、
IoTの機器等（以下「ICT機器等」という）を全て導入しており、当該病棟の看護職員等が広く使用しているこ
と。

ア イ ウ

2026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より
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【Ⅰ－２－２ 業務の効率化に資するICT、AI、IoT等の利活用の推進－①】

① ICT等の活用による看護業務効率化の推進

©ASK/©LINKUP 2026年2月13日開催「中医協」資料「個別改定項目について」より

ア 見守り 看護職員が遠隔で複数の患者の行動・体動・日常生活の状況等を総合的かつ効率的に把握でき、訪室回
数の減少等による業務の効率化を図りつつ、患者の転倒転落の予防、異常の早期発見、身体的拘束の最
小化、医療安全その他患者の生命・身体の保護を図るものをいう。なお、当該機器を病室に設置する際には、
患者等のプライバシーに配慮する観点から、患者又はその家族等に必要な説明を行い、同意を得ることとする。
また、患者の状態や、患者又はその家族等の意向に応じ、一部の患者に機器を使用せず個別に見守りを行
うこと又は機器の使用を一時的に停止することは差し支えない。

イ 看護記録 看護記録の作成等の効率化に大きく資する機器であって、当該機器の使用により、業務時間外の記録の作
成にかかる時間が減少する等の効果があるものをいう。ただし、データの入力から記録・保存・活用までを一体
的に支援するものに限る（複数の機器の連携によるものを含む。）。

ウ 情報共有 直接対面せずに、多人数の職員間での情報共有を効率的に実施できる機器であって、当該機器の使用によ
り報告・連絡に要する時間や、報告・連絡に伴う移動や待機の時間が減少する等の効果があるものをいう。

イ

［施設基準（通知）］

(２) 厚生労働省の定める「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」及び総務省・経済産業省「医療情報を取り

扱う情報システム・サービスの提供事業者における安全管理ガイドライン」に準拠していること。

(３) ICT機器等を導入した病棟の看護要員（常勤職員に限る。）の１人１月当たりの超過勤務時間の状況（原
則として、タイムカードやPC等のログイン及びログアウトの時間を把握できる電子計算機の使用により把握すること。）について、

平均10時間以下であるとともに、非常勤職員を含めて導入前と比較して増加する傾向にないこと。

(４) ICT機器等の導入前後における看護要員の業務内容、業務量及び業務時間並びに看護要員の事務作業
時間及び業務負担等について、年１回程度、定量的又は定性的な評価を実施すること。その結果を病院内の
職員に周知するとともに、衛生委員会その他これに準ずる会議体において確認し、必要に応じて適切な対策を講じること。

(５) 中央社会保険医療協議会の要請に基づき、厚生労働大臣が実施するICT機器等の活用状況や看護業務の改善に

係る継続的な取組状況等に関する随時調査に適切に参加すること

(６) １日当たり勤務する看護要員の数、看護要員の数と入院患者の比率並びに看護職員の数に対する看護師の比率に

ついては、基本診療料の施設基準等の第五、第九及び第十に規定する基準に対し、１割以内の減少であること。
(７) 毎年８月において、（１）及び（３）について、届け出ること。



改定後

【医師事務作業補助体制加算】
［算定要件］
(１)～(２) （略）
(３) 医師事務作業補助者の業務は、医師（歯科医師を含む。）の指示の下に、診断書・診療情報提供書・返信・診療
サマリー・診療計画書等の文書作成補助、診療記録・検査オーダー・食事オーダー・クリニカルパス・地域連携パスへの代行入
力、患者・家族への説明文書の準備・作成、診療録・画像検査結果等の整理、医療の質の向上に資する事務作業（診療
に関するデータ整理、院内がん登録等の統計・調査・入力作業、教育や研修・カンファレンスのための準備作業等）、入院時
の案内等の病棟における患者対応業務及び行政上の業務（救急医療情報システムへの入力、感染症サーベイランス事業
に係る入力等）への対応に限定するものであること。なお、医師以外の職種の指示の下に行う業務、診療報酬の請求事務
（ＤＰＣのコーディングに係る業務を含む。）、窓口・受付業務、医療機関の経営、運営のためのデータ収集業務、看護業
務の補助及び物品運搬業務等については医師事務作業補助者の業務としないこと。
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【Ⅰ－２－２ 業務の効率化に資するICT、AI、IoT等の利活用の推進－②】

② 医師事務作業補助体制加算の見直し

©ASK/©LINKUP

第１ 基本的な考え方
ICT機器等の活用による医師事務に係る業務効率化・負担軽減等の業務改善推進の観点から、医師事務作業補助体制
加算の人員配置基準を柔軟化する。

第２ 具体的な内容
１．ICT機器等を活用した医師事務作業の業務効率化・負担軽減に取り組む医療機関について、医師事務作業補助者
の人員配置基準を柔軟化する。
２．医師事務業務の実態を踏まえ、医師事務作業補助者が実施可能な業務範囲を明確化する。

2026年2月13日開催「中医協」資料「個別改定項目について」より
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【Ⅰ－２－２ 業務の効率化に資するICT、AI、IoT等の利活用の推進－②】

② 医師事務作業補助体制加算の見直し

©ASK/©LINKUP 2026年2月13日開催「中医協」資料「個別改定項目について」より

① 医療文書等の文書作成補助システム ① 生成AIを活用し、退院時要約、診断書及び紹介状等の原案作成
を自動的に行い、当該業務を大幅に効率化

② 医療文書用の音声入力システム ② 診療録、退院時要約、診断書及び紹介状の作成に対応する医療
文書等への入力を行う

③ ロボティック・プロセス・オートメーション（RPA） ③ 救急医療情報システム等への医療データ等の定型的な入力作業
等を自動化

④ 10種類以上の患者向け説明動画 ④ 入退院時の説明、検査・処置、麻酔・鎮静、手術、インフォームド・
コンセント及び医療安全・感染対策等に関する説明動画

ア. ①生成ＡＩを用いた文書作成補助システムの活用
イ．①～④の機器が厚労省及び総務・総務省・経済産業省のガイドライン等に準拠
ウ．生成AI等は、経済産業省及び総務省ＡＩ事業者ガイドラインを遵守
エ．全ての医師事務に操作方法等を研修し、常時ＩＣＴ機器を用いて業務を遂行できる体制

医師事務作業補助
者１人を1.2人とし
てカウント

上記に加え、下記の②～④のいずれか１種類以上を活用
②医療文書用の音声入力システム（汎用音声入力機能を除く。）
③ロボティック・プロセス・オートメーショ（RPA）
④10種類以上の患者向け説明動画

医師事務作業補助
者１人を1.3人とし
てカウント

(２) （１）のオ又はカの算入方法により新たに届け出る場合（オの算入方法とカの算入方法を相互に変更する場合を除

く。）には、当該届出を行う直近３月以上の期間において、当該算入方法を用いずに、当該配置区分又はこれを上回る配

置区分について、引き続き算定していること。

(３) （２）により届け出る保険医療機関は、ICT機器等の導入前後における医師事務作業補助者の業務内容、業務量

及び業務時間並びに医師の事務作業時間及び負担感等について、年１回程度、定量的又は定性的な評価を実施するとと

もに、その結果を労働安全衛生法第18条に規定する衛生委員会その他これに準ずる会議体において確認し、必要に応じて

適切な対策を講じること。



121©ASK/©LINKUP 2026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より

【Ⅰ－２－２ 業務の効率化に資するICT、AI、IoT等の利活用の推進－③】
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【Ⅰ－２－５診療報酬上求める基準の柔軟化－①】

©ASK/©LINKUP 2026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より
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【Ⅰ－２－５診療報酬上求める基準の柔軟化－④】

©ASK/©LINKUP 2026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より



124

【Ⅰ－２－５診療報酬上求める基準の柔軟化－④】

©ASK/©LINKUP 2026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より

＜シミュレーション＞
平均入院患者数44.21人の13対1の病棟の場合

現行 改定後

平均入院患者数 小数点以下切り上げ 45人 小数点第２位切り上げ 44.3人

1日当り看護職員
必要数

小数点以下切り上げ
45人÷13×3＝10.38人＝11人

小数点第２位切り上げ
44.3人÷13×3＝10.22人＝10.3人

1月当看り護職員
必要数

11人×30日＝330人
330人×8時間＝2,640時間

10.3人×30日＝309人
309人×8時間＝2,472時間

差 ー ▲21人、▲168時間



125©ASK/©LINKUP 2026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より

【Ⅲ－２アウトカムにも着目した評価の推進－②】
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【Ⅰ－２－５診療報酬上求める基準の柔軟化－①】

©ASK/©LINKUP 2026年3月5日「令和８年度診療報酬改定説明資料等」より



1．地域の状況を確認し、求められる機能・役割を確認
・人口動態/医療需要/介護需要/地理的状況
・人口に対する機能別医療機関や介護施設・高齢者住宅の整備状況

2．どのような医療機能を目指すのか
・医療機関機能と病床機能（どんな機能で受け入れていくのか）
・外来機能と在宅機能（どんな機能で受け入れていくのか）
・連携機能（どことどのような連携を行なっていくのか)

3．機能と経営の視点をどのように職員に伝え、理解してもらうのか
・中長期事業計画を示す

4．ナースステーションではなく、スタッフステーションと捉える
・病棟に多職種がいる時間が出来れば、病棟でカンファレンスが可能に。
・病棟を拠点に、医師、看護、薬剤、リハ、栄養、検査が動いていく仕組みに。

5．診療報酬内容（算定要件、施設基準）を戦略と捉える
・「退院」「連携」「介護」という名前の診療報酬の算定が仕組みをつくる

6．ICTの導入が目的ではなく、効率化、質の向上を目的とする
・導入することによって、何を達成するのかを決めて、導入後も継続モニタリング

7．今後の改定は総力戦
・全職員で改革を進めるために、これからの改革の流れと改定内容を知る。
知らなければ協力できないし、思いを共有できない。

127©LINKUP

まとめ（病院）



linkup@linkuplabo.com
〒812-0013
福岡市博多区博多駅東2-8-28博多Ｑビル4階
TEL：092-409-9783  FAX:092-409-9784

http://linkuplabo.com/

酒井 麻由美
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